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令和 7年度 事業計画書 
（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで） 

特定非営利活動法人ま・わ・た 
1 事業の運営方針 

地域から信頼され、市民社会づくりの中心となる存在を目指して 

真岡市市民活動推進センター運営、フードバンク事業、福祉施設運営事業等を実施する

上で、真岡・芳賀地域の市民活動団体をはじめとする多様な主体と連携・協働して事業を

進める。 
 ボランティアや寄付を通じて、市民が社会課題の解決に参加できるより多くの機会を作

り出すことで、よき市民社会の創造を目指す。また、会員をはじめ多くの方々とのかかわ

ることを通して、たくさんの方々に当団体について理解をしていただき、共感の輪がより

一層広がるよう努める。 
また当法人においても担い手不足や高齢化といった課題が見られる。本年は組織基盤の

見直しを図り、法人の目的を達成するための基盤づくりにも取り組んでいく。 
 
2 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 事 業 内 容 実施日 実施場所 
従事者

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

①市民活動に関する情報の収

集と提供に関わる事業 

A.各種イベントに

おける広報 

随時 随時 会員 

5 名 

一般市民 0 

（D.に内包） - - - - - 

②市民活動に関する相談、活

動促進のための調整に関わ

る事業 

（B.に内包） 

 

- - - - - 

（D.に内包） - - - - - 

③市民活動における人材育成

に関わる事業 

（B.に内包） - - - - - 

（C.に内包） - - - - - 

（D.に内包） - - - - - 

④市民活動における多様な主

体間の交流・連携の促進及

び支援に関わる事業 

B. 講師派遣事業 随時 随時 役職員 

1 名 

市民活動団体

ほか 
0 

C.市民活動団体と

の共催事業 

通年 県域 会員 

2 名 

一般市民、 

NPO 法人 
10 

（D.に内包） - - - - - 

⑤市民活動に関する調査研究

及び政策提言に関わる事業 

（D.に内包） - - - - - 

⑥市民活動の拠点に関する施

設管理運営事業 

D.真岡市市民活

動推進センター

の管理運営 

通年 市民活動

推進セン

ター 

職員 

7 名 

一般市民、登

録団体・個人

ほか 

17,474 
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事 業 名 事 業 内 容 実施日 実施場所 
従事者

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

⑦高齢者・障がい児者・子ども

の福祉向上に関する事業 

（C.に内包） - 

 

- - - - 

E.フードバンクに

関する事業 

通年 

 

真岡市内 会員・ 

一般 

18 名 

一般市民 500 

（F.に内包） - - - - - 

⑧まち・むら活性化に関する

事業 

実施なし 実施 

なし 

実施なし 実施 

なし 

実施なし - 

⑨文化・芸術・スポーツの振興

に関する事業 

実施なし 実施 

なし 

実施なし 実施 

なし 

実施なし - 

⑩自然環境への理解及び環境

保護の意識を高める事業 

実施なし 実施 

なし 

実施なし 実施 

なし 

実施なし - 

⑪災害発生時の救援及び被災

地域の復興に資する事業 

（A.に内包） - - - - - 

（D.に内包） - - - - - 

⑫国際協力、国際交流事業 （E.に内包） - - - - - 

⑬男女がともに尊重し合う社

会づくりに関する事業 

実施なし 実施 

なし 

実施なし 実施 

なし 

実施なし - 

⑭地域社会における学びの場

づくりに関する事業 

（D.に内包） - - 

 

- - - 

⑮障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害福祉

サービスならびに一般相談

支援事業 

F.福祉事業所運営

事業 

通年 真岡市内 職員 

9 名 

障がい児者、

一般市民 
57,318 

⑯その他この法人の目的を達

成するために必要な事業 

（A.に内包） - - - - - 

 
なお A.～F.については、以下の通りとなっている。 

A. 各種イベントにおける広報 
B. 講師派遣事業 
C. 市民活動団体との連携・共催事業 
D. 真岡市市民活動推進センターの管理運営 
E. フードバンクに関する事業 
F. 福祉事業所運営事業 
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3 事業の詳細 

Ａ. 各種イベント等における広報事業 

各種イベント等にて、多くの一般の方に当団体を知ってもらえるようチラシの作成、ブ

ースへの出店などを通し、広報活動を行う。 

Ｂ. 講師派遣事業 

地域からの要請により、当団体役職員を講師として講座を開催し、市民活動を理解・促

進するための一助とすることを目的に実施する。 

Ｃ. 市民活動団体との連携・共催事業 

市民に必要とされる団体を目指して、真岡市をはじめとする芳賀地域で活動する市民活

動団体が実施する多様な事業に関わることで、多くの市民に市民活動の魅力に気づき、参

加を促す契機とする。 
 

・NPO 向け事業継続計画（BCP）の検討、研究協力 
・市民活動団体への事業協力、連携       など 

Ｄ. 真岡市市民活動推進センターの管理運営 

平成 23 年度より指定管理者として管理運営を行っている真岡市市民活動推進センター

（通称、コラボーレもおか）では、センター設置目的の下、市民による社会貢献活動を支

援し、協働のまちづくりを推進している。より一層「地元の NPO らしさ」を前面に押し出

した効率的、効果的なセンター運営を目指す。 
本年度は、指定管理第 4 期の 2 年目である。センター施設の運営について、市民活動団

体やボランティアの皆さんの声に寄り添い、臨機応変に進めていく。そのためにも当セン

ターの運営方針を改めて見直し、ミッションやビジョンを明確にしていきたい。 
主な取り組みとしては、研修会や講座の実施がある。本年もこれまで同様、「一般市民向

け」「実践者あるいは実践したい方向け」に分け展開していく。また「調査・普及」のため

の事業も継続して実施していく。特に継続事業である「高校生ボランティア体験」や新た

な形式でフェスティバルイベントを実践する「福祉と市民活動の祭典」と、これまでの経

験を活かし、より市民のニーズに即した事業の展開を図っていく。 
相談内容も多様化している。令和 6 年度は、これまでと同じく団体や活動への紹介が最

も多かったが、市民活動についての相談や事業・イベントについての相談も増えてきてい

る。引き続き相談窓口を開き、市民活動の活性化につなげたい。 
また本年度は、広報面にも力を入れたいと考えている。令和 6 年度に策定した広報戦略

の実践と見直しを行いながら、時代に合った広報計画を策定し、広報に反映させていく。 
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1. センターの利用等に関すること 
2. 情報収集・提供 
3. 相談等への対応 
4. 研修会、講座の実施 
5. 交流促進のための事業 
6. 関係機関との協力・連携に関すること 
7. センター内庶務 

Ｅ. フードバンクに関する事業 

真岡市内におけるフードバンク事業を進め、物資を必要とする人たちへの食糧配布とと

もに、生活・就労支援につなげていく。その入り口として、各種イベントでの普及・啓発

活動も実施していく。 
真岡市社会福祉協議会や真岡市、地域の市民活動団体などとも情報交換を行い、連携を

取りながら活動を進める。また併せて、地域食堂に関する支援なども行い、フードバンク

の食品を利用できる取り組みとの連携も検討していく。 
県域では、昨年に引き続き「NPO 法人フードバンクうつのみや」や「認定 NPO 法人と

ちぎボランティアネットワーク」と共に事業を進めていく。また、加盟している「栃木県

フードバンク連絡協議会」と情報の共有などの強化を図り、協働での支援体制を構築して

いきたい。 
事前に支援をいただける方に登録いただく「フードバンク個人」の協力呼びかけや、行

政や企業と連携し窓口等に食品回収ボックスを設置してもらう「フードドライブ」を規格

化し、その実施と推進を図っていく。 
昨年度より利用している拠点では、引き続き月 2 回、土曜日に食品の提供を実施する。 
また、本年も市民活動推進センター主催の「推し街ボランティア」の高校生の受入れを

予定している。若い世代にフードバンク事業の必要性を伝えつつ、活動へ興味を持っても

らえるよう対応したい。 
これらの活動を周知するため、年 4 回広報紙「フードバンク通信」を発行し、関係者や

関係機関、一般の方へ活動を広く発信していく。 
 

1. フードバンク事業の推進 
2. フードドライブ事業の実施と推進 
3. 地域食堂・子ども食堂等への支援 
4. 普及、啓発ならびに寄付促進のためのイベント実施および参加 
5. 拠点におけるフードバンク活動の実施（月 2 回を予定） 
6. フードバンク通信の発行（年 4 回を予定） 

など 

 市民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動を支援し、もって市民

との協働のまちづくりを推進するため、真岡市市民活動推進センターを設置する。 
（真岡市市民活動推進センターの設置及び管理条例第 1 条） 
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F.  福祉事業所運営事業 

多機能型事業所そらまめ（・就労継続支援 B 型「そらまめ食堂」・生活介護「アトリエフ

ァーベ」）に対し、以下の事業のサポートも踏まえ、法人として独立を目指すための伴走支

援を行っていく。 
事業所運営としては、令和 7 年度より新しい事業所へ移転したため、施設整備なども含

め、新しい環境になれるよう対応していく。また令和 7 年 1 月から始まった真岡市複合交

流拠点施設 monaca 内カフェブース（monacafe そらまめ）の運営も継続していく。 
活動に協力している地域・子ども食堂「まめっこ食堂（主催：まめっこ食堂実行委員会）」

が 4 年目となることから、フードバンクもおかとともに協力しながら、そらまめの職員、

利用者、地域の高校生や関係者も一緒にボランティアとして活躍する真岡ならではの地域

食堂となるよう、協力していきたい。 
 

1. 多機能型事業所そらまめが法人として独立するまでの伴走支援 
2. 多機能型事業所そらまめ（就労継続支援 B 型・生活介護）の健全で安定した運営 
3. monacafe そらまめの運営 
4. 地域・子ども食堂「まめっこ食堂」の運営協力 
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